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議事の顛末

議 長 会長挨拶

それでは、定数に達しているので、只今より第３１回浦臼町農業委員

会総会を開催いたします。直ちに本日の会議を開きます。

日程第１、会期を定めることについてを議題とします。本日の第３１

回浦臼町農業委員会の会期は、令和５年３月２４日、本日１日とするこ

とにご異議ございませんか。

全委員 異議なし。

議 長 異議なしと認めます。よって会期は本日１日限りと決定いたします。

日程第２、会議録署名委員の指名ですが、議長が指名することでご異議

ございませんか。

全委員 異議なし。

議 長 それでは、４番、鎌田委員、６番、今田委員、よろしくお願いします。

日程第３以降につきましては、事務局長より説明します。

事務局 第３１回浦臼町農業委員会総会の議事につきまして、日程第３、議案

第１号、農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の成立状況

の確認について、２件でございます。日程第４、議案第２号、農地第３

条に規定による許可申請について、賃貸２件、贈与１件、売買１件でご

ざいます。日程第５、議案第３号、「農地等の利用の最適化の推進に関

する指針」の制定について。日程第６、追加議案第１号、農業経営基

盤強化促進法第１８条第１項の規定による、農用地利用集積計

計画の決定について、賃貸１件でございます。これらの審議を賜りたい

と存じます。よろしくお願いいたします。以上です。

議 長 以上で説明が終わりました。それでは順次議題に入ります。１ページ、

日程第３、議案第１号、農地法第１８条第６項の規定による合意解約通

知の成立状況の確認についてを議題とします。なお、この合意解約２件

については、一括審議といたします。事務局の説明を願います。

事務局 議案１ページをお開き下さい。議案第１号、農地法第１８条第６項の

規定による合意解約通知の成立状況の確認について。下記の者から農地

法第１８条第６項の規定に基づき合意解約通知書が提出されており、賃

貸借の解約が成立していると考えられることから、意見を求めます。令

和５年３月２４日提出。浦臼町農業委員会会長畑山証。1．土地及び関係
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事務局 人の表示、所在は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。地目は公簿、現

況ともに一覧のとおりで、面積は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊平方メートルです。貸主は

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、借主は＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊です。適用は合意解約。

農地法第３条による賃貸借で、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊でしたが、＊＊＊＊＊＊＊合意解約の通知書が提出されています。図

面は２ページになります。場所は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊農地です。合意解約した農地については本日の議案に提出しますが、

農地法第３条による売買を行います。議案１ページの説明は以上でござ

います。

続きまして、議案３ページをお開き下さい。1．土地及び関係人の表示、
所在は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。地目は公簿、現況とも

に一覧のとおりで、面積は＊＊＊＊＊＊平方メートルです。貸主は＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、借主は＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊です。適用は合意解約。＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊でしたが、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

合意解約の通知書が提出されています。図面は４ページになります。場

所は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊農地です。合意解約した農地については本日の議案に提出

しますが、農地法第３条による賃貸を行います。議案３ページの説明は

以上でございます。

議 長 只今、説明のありました２件についてご意見、ご質問をお受けします。

委 員 ありません。

議 長 それでは、この２件の合意解約については、承認致します。

議 長 ５ページ、日程第４、議案第２号、農地法第３条の規定による許可申

請についてを議題とします。事務局の説明を願います。

事務局 議案５ページをお開き下さい。議案第２号、農地法第３条の規定によ

る許可申請について、下記の者から農地法第３条の規定による許可申請

書の提出がありましたので意見を求めます。令和５年３月２４日提出、

浦臼町農業委員会会長畑山証。１．土地及び関係人の表示、所在は＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。地目については公簿、現況ともに一覧のと
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事務局 おりで、面積は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊平方メートルです。貸主は＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。借

主は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊です。貸付理由

は＊＊＊＊＊＊、借受理由は＊＊＊＊＊＊です。対価は＊＊＊＊＊＊円

で、単価は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊円です。賃貸借の期間は＊＊年

間です。図面は６ページになります。場所については＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊農地です。農地法第３条第２項の各号の判

断ですが、７ページに調査書を添付しておりますとおり、各号に該当し

ないため、許可要件を全て満たしております。議案５ページの説明は以

上でございます。

議 長 只今、説明のありました件について、ご意見、ご質問をお受けします。

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件について、許可することで決定致します。

議 長 次に８ページ、貸主＊＊＊＊＊＊、借主＊＊＊＊＊＊について、審議

いたします。事務局の説明を願います。

事務局 議案８ページをお開き下さい。１．土地及び関係人の表示、所在から

面積までは議案３ページの農地ですので説明は省略いたします。貸主は

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。借主は＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊です。貸付理由は

＊＊＊＊＊＊＊＊＊、借受理由は＊＊＊＊＊＊＊＊＊です。対価は＊＊

＊＊＊＊円で、単価は＊＊＊＊＊円です。対価及び単価については前回

賃貸借と同条件となっています。賃貸借の期間は＊＊年間です。図面は

９ページになります。場所については議案３ページの農地ですので説明

は省略いたします。農地法第３条第２項の各号の判断ですが、１０ペー

ジに調査書を添付しておりますとおり、各号に該当しないため、許可要

件を全て満たしております。議案８ページの説明は以上でございます。

議 長 只今、説明のありました件について、ご意見、ご質問をお受けします。

土橋委員 畑地化や水張りによる転作等の補助金に関連して確認しますが、水張

りは可能な圃場ですか。
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三次委員 転作で牧草を作付けしていますので、長い間水張りはしていない状況

です。

静川委員 借主から、売渡しについて相談を受けましたが、貸主と話し合うよう、

伝えております。

議 長 ほかに、ご意見・ご質問ありませんか。

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件について、許可することで決定致します。

議 長 次に１１ページ、譲渡人＊＊＊＊さん、譲受人＊＊＊＊について、審

議いたします。なお、この件については、静川委員に関する事項であり、

農業委員等に関する法第31条の記事参与の規定に基づき、静川委員には

一時退席して頂きます関係議事終了後に入室着席していただきます。

静川委員退席・退室。

議 長 事務局の説明を願います。

事務局 議案１１ページをお開き下さい。１．土地及び関係人の表示、所在は

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。地目については公簿、現況ともに一覧の

とおりで、面積は＊＊＊＊＊＊＊＊平方メートルです。譲渡人は＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。譲受人は＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊です。譲渡理由は＊＊＊＊＊＊＊＊、

譲受理由は＊＊＊＊＊＊＊＊です。図面は１２ページになります。場所

については＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊農地で

す。農地法第３条第２項の各号の判断ですが、１３ページに調査書を添

付しておりますとおり、各号に該当しないため、許可要件を全て満たし

ております。議案１１ページの説明は以上でございます。

議 長 只今、説明のありました件について、ご意見、ご質問をお受けします。

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件について、許可することで決定致します。

静川委員の入室をお願いします。
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静川委員入室・着席。

議 長 次に１４ページ、譲渡人＊＊＊＊＊＊、譲受人＊＊＊＊＊＊について、

について、審議いたします。事務局の説明を願います。

事務局 議案１４ページをお開き下さい。１．土地及び関係人の表示、所在か

ら面積までは議案１ページの農地ですので説明は省略いたします。譲渡

人は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。譲受人は

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊です。譲渡理由

は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊、譲受理由は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊です。対価は＊＊＊＊

＊＊＊＊円で、単価は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊円です。図面は１５ページ

になります。場所については議案１ページの農地ですので説明は省略い

たします。農地法第３条第２項の各号の判断ですが、１６ページに調査

書を添付しておりますとおり、各号に該当しないため、許可要件を全て

満たしております。議案１４ページの説明は以上でございます。

議 長 只今、説明のありました件について、ご意見、ご質問をお受けします。

鎌田委員 図面での確認ですが、圃場内に住宅がはみ出ている状況で売り渡して

おりますが、問題は無いのでしょうか。

事務局 実際に、譲渡人と譲受人で話し合っており、この状況を確認して、両

者納得の上であることを確認しております。

鎌田委員 わかりました。

議 長 ほかに、ご意見・ご質問ありませんか。

委 員 それでは、この件について、許可することで決定致します。

議 長 １７ページ、日程第５、議案第３号、「農地等の利用の最適化の推進に

関する指針」の制定についてを議題とします。事務局の説明を願います。

議 長

議案１７ページをお開き下さい。議案第３号、「農地等の利用の最適化

の推進に関する指針」の制定について、平成２８年４月１日施行の農業

事務局 委員会等に関する法律(昭和２６年第８８号、以下「法」という。）の改

正により、農業委員会が策定に努めるべきとされた「農地等の利用の最
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事務局 適化の推進に関する指針」について、令和５年４月１日の法改正により

全ての農業委員会において策定が義務づけられることから、令和４年１

２月２８日付農調第１１２３号(北海道農政部農業経営局農地調整課長通

知)「農地等の利用の最適化の推進に関する指針の制定について」に基づ

き、別紙のとおり定めたいので意見を求めます。令和５年３月２４日提

出、浦臼町農業委員会会長畑山証。

指針案については１８ページから２１ページになります。「最適化の推

進に関する指針」については、毎年４月頃に行っている「最適化活動の

目標の設定」及び「活動の点検・評価」の文字通り指針となるもので、

有休農地の発生防止や農地の集積・集約化、新規参入の推進等の将来的

な目標と具体的な推進方法等を設定するものです。指針の作成について

は、今までは努力義務だったことから本委員会では作成していませんで

したが、令和５年４月１日施行の改正農業委員会法により、全ての農業

委員会において作成することを義務づけられたことから、今回の指針案

を作成した次第となります。

具体的な目標数値につきましては、今まで設定してきた単年度の目標

を元に設定しています。個別に説明しますと、まず１８ページの下段、

有休農地の解消目標について、有休農地の新規発生を防止し、３年後の

有休農地面積は０ヘクタールを維持することを目標としています。次に

１９ページの中段、担い手への農地利用集積目標について、現状の集積

率を維持することを念頭に、３年後の集積面積は６ヘクタール増加の３，

１５６ヘクタール、集積率は０．２％増の９７．４%を目標としていま
す。次に２０ページの中段、新規参入の促進について、町内農業者の減

少・高齢化が進んでいること、また、令和２年３月から令和５年３月ま

での３年間で新規参入者が１人であったことを踏まえまして、年間１経

営体の新規参入を目標とし、具体的な数値としては３年後に新規参入者

が３経営体、取得面積は計６ヘクタールとしています。

なお、指針の基本的な考え方や具体的な推進方法及び評価方法につい

ては、説明を省略しますので、お目通し願います。議案１７ページの説

明は以上でございます。

議 長 只今、説明のありました件について、ご意見、ご質問をお受けします。

土橋委員 目標を達成できなかった場合は、ペナルティーはありますか。

事務局 ペナルティーはありませんが、報告と公表の義務はあります。

静川委員 浦臼町は、農地利用最適化推進員はいない状況ではあるのに、推進に
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に関する指針を設ける必要はあるのですか。

事務局 本町は、遊休農地も無く、集積・集約化率は９７％という状況ですの

で、農地利用最適化推進委員は設置しなくても良い状況です。その場合

は、農業委員が農地利用最適化推進委員の活動を兼ねて行うこととなる

ため、指針の設置はしなければなりません。

議 長 ほかに、ご意見・ご質問ありませんか。

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件については、原案どおり制定することで決定致しま

す。

議 長 ２２ページ、日程第６、追加議案第１号、 農業経営基盤強化促進法

第１８条第１項の規定による、農用地利用集積計画の決定についてを議

題とします。貸主＊＊＊＊＊＊＊＊、借主＊＊＊＊＊＊＊＊について、

審議いたします。事務局の説明を願います。

事務局 議案２２ページをお開き下さい。追加議案第１号、農業経営基盤強化

促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定について、

浦臼町長より申請のあった別紙内容による農用地利用集積計画の決定に

ついて審議する。令和５年３月３１日公告予定。令和５年３月２４日提

出、浦臼町農業委員会会長畑山証。議案２３ページをお開き下さい。１．

土地及び関係人の表示。＊＊番号＊＊。所在は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。地目は公簿・現況共に一覧の通りで、面

積は＊＊＊＊＊平方メートルです。賃借料は＊＊＊＊＊＊＊＊円。単価

は＊＊＊＊＊＊円です。引渡しの時期は＊＊＊＊＊＊＊＊です。貸主は

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊さん、借主は＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊です。貸付理由・借受理由は＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊です。契約期間は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊から＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ま

での＊＊年間となります。図面については２４ページになります。

場所は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊農地です。農業経営基

盤強化促進法第１８条第３項の各号の判断ですが、２５ページに調査書

を添付してありますとおり、各号に適合していますので許可要件を全て

満たしています。議案２２ページの説明は以上でございます。

議 長 この件につきましては、「あっせん」を行っておりますので、あっせん
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議 長 委員長から現地調査も含めて報告を願います。

地区委員長 降雪期に入ったこともあり、現地確認はしておりません。価格につい

ては、対象地や近隣の過去データや経済情勢・農業情勢を勘案して、算

出しました。

委 員 これより、この件について、ご意見、ご質問をお受けします。

鎌田委員 更新ですか。

事務局 更新です。

議 長 ほかに、ご意見・ご質問ありませんか。

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件について、許可することで決定致します。

議 長 以上で本日提案されました議案は、全て審議終了しました。

これをもちまして、第３１回浦臼町農業委員会総会を閉会致します。

以上、会議の顛末は、馬狩範一が作成したものであるが、その相違ないことを証す

るためにここに署名する。

令和５年３月２４日 浦臼町農業委員会会長 畑 山 証

委員 印

委員 印


